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　センターを利用する皆さんが日ごろの成果
を発表します。展示（書道・絵画・手工芸品
など）、発表（舞踊・合唱など）、模擬店も
あります。
　直接各センターへおいで下さい。
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今
年
に
入
り
、
町
田
消
防
署
管

内
で
は
１
月
末
現
在
、　

件
の
火

１５

災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
空
気
が

乾
燥
し
、
暖
房
器
具
を
使
用
す
る

機
会
の
多
い
こ
の
季
節
は
、
火
災

が
発
生
し
や
す
く
、
ま
た
、
い
っ

た
ん
火
災
が
発
生
す
る
と
、
燃
え

広
が
り
や
す
い
た
め
、
防
火
対
策

を
確
認
し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
大
切
な
命
を
守
る
た
め
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し

ょ
う
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
こ
と
に
よ
り
、
火
災
を
早
期
に

発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
都

内
で
は
平
成　

年
４
月
１
日
ま
で

２２

に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
火
災
か

ら
命
を
守
る
た
め
に
、
な
る
べ
く

早
く
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

　

「
つ
け
て
い
て
良
か
っ
た
」－

こ
ん
な
事
例
が
あ
が
っ
て
い
ま

す
。

○
女
性
（　

歳
代
）
が
コ
ン
ロ
を

７０

使
用
し
た
ま
ま
外
出
し
た
た
め
、

煙
が
発
生
し
、
同
じ
共
同
住
宅
の

男
性
が
警
報
音
を
聞
き
つ
け
ガ
ス

の
緊
急
停
止
ボ
タ
ン
を
押
し
て
火

災
に
至
ら
な
か
っ
た
。

○
男
性
（　

歳
代
）
の
寝
た
ば
こ

７０

に
よ
り
布
団
に
着
火
、
隣
人
が
警

報
音
に
気
づ
き
消
防
に
通
報
し
寝

て
い
た
男
性
を
避
難
さ
せ
た
。

　

過
去
の
死
者
が
発
生
し
た
住
宅

火
災
は
、
た
ば
こ
、
暖
房
器
具
、

コ
ン
ロ
が
火
災
原
因
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
多
く
、
火
災
原
因
の
半

数
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

・
喫
煙
後
の
吸
殻
は
、
水
に
浸
す

と
と
も
に
、
寝
具
付
近
で
の
喫
煙

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

・
暖
房
器
具
を
使
用
す
る
時
は
、

周
囲
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
や
燃

え
や
す
い
も
の
の
近
く
で
の
使
用

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

・
コ
ン
ロ
を
使
用
す
る
時
は
、
そ

の
場
を
絶
対
離
れ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
調
理
時
に
は
、
防
炎

性
の
エ
プ
ロ
ン
を
使
用
し
、
消
火

器
を
用
意
し
て
お
く
と
安
心
で

す
。

問
町
田
消
防
署
��
７
２
２
・
０
１

１
９
、
町
田
市
防
災
安
全
課
��
７

２
４
・
２
１
０
７ ※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となります。�

どこに設置するの？�
すべての部屋、台所、階段に設置が必要です。�
（浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。）

春の火災予防運動�
３月１日～７日�

　

平
成　

年
度
全
国
中
学
生
人
権

２０

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
東
京
都
大
会
が

行
わ
れ
、
市
内　

校
の
生
徒
の
皆

１０

さ
ん
か
ら
４
６
１
作
品
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
、
次
の

方
が
各
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
１
月　

日
に
は
多
摩
西

２３

人
権
擁
護
委
員
協
議
会
の
参
与
で

あ
る
石
阪
市
長
か
ら
も
、
こ
の
５

人
に
対
し
て
優
秀
賞
が
授
与
さ
れ

ま
し
た
。

【
都
大
会
・
優
秀
賞
】

　

関
森
望
さ
ん
（
本
町
田
中
学

校
）

【
都
大
会
・
作
文
委
員
会
賞
】

　

増
岡
み
づ
き
さ
ん
（
真
光
寺
中

学
校
）

【
多
摩
西
人
権
擁
護
委
員
会
協
議

会
賞
】

　

赤
坂
星
南
さ
ん
（
町
田
第
三
中

学
校
）
、
中
澤
早
紀
さ
ん
（
町
田

第
一
中
学
校
）
、
杉
山
明
日
香
さ

ん
（
武
蔵
岡
中
学
校
）

問
広
報
広
聴
課
��
７
２
４
・
２
１

０
２
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日２月２８日（土）、３月１日（日）共に
　午前１０時～午後４時
○その他の催し　生け花・トールペイン
ト・俳句・太極拳・キッズダンス・和
太鼓・歌謡ショーなど
※車で来場の方は同センター隣のスポー
ツ広場をご利用下さい。

問小山市民センター��７９８・１９２７
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日３月７日（土）午前１０時～午後４時、
　　　８日（日）午前１０時～午後３時３０分
○その他の催し　７日＝茶道・鼓笛隊・
古本市など、８日＝子ども工作教室・
リズム体操・吹奏楽など。フリーマー
ケットもあります。
※車で来場の方は同センター第２駐車場
をご利用下さい。
※ふれあいくぬぎ館（��７９３・６３３１）は
３月７日は臨時休館します。

問木曽山崎センター��７９３・３０３０

「町田市あきかん・吸い
殻等の散乱防止に関する
条例の改正（素案）」

　屋外の公共の場所での喫煙については、様々な
問題があるとの意見が寄せられ、その対策が求め
られています。市では、良好な都市環境の整備の
ため、より効果的な対策を推進するため「町田市
あきかん・吸い殻等の散乱防止に関する条例」を
改正しようと考えています。このたび、条例改正
素案に対する考え方をとりまとめました。条例案
改正の参考とさせていただくため、皆さんからの
ご意見を募集します。

問環境保全課��７２４・２７１１

パブリック�
コメント�
概　要�
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　市では、たばこの吸殻の散乱を防ぐため、「町田市あき
かん・吸い殻等の散乱防止に関する条例」に基づき、歩き
たばこの自粛や、モラルやマナーアップの向上のための意
識啓発を図ってきました。しかし、タバコの火による火傷
等の危険や、臭いや煙が周辺に不快な思いを負わせるなど
のことから、人通りの多い屋外での迷惑喫煙の禁止を求め
る要望が強くなっています。そこで、条例の目的の���
���������という観点に���������	
��を加え、迷惑喫煙対策実施の根拠とします。
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　駅の乗降客や買物客で特に人通りが多い区域を指定
し、指定区域内の道路や公園その他公共の用に供される
場所で屋外について規制の対象とします。すでに美化推
進重点区域（注）が指定されていますが、喫煙禁止区域
についてはこの区域内での指定を検討します。
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　歩行喫煙のほか、立ち止まったり座ったりしての喫
煙、自転車やオートバイ等に乗車中での喫煙も規制の対
象となります。ただし、他人
に迷惑がかからない場所に市
が設置した喫煙場所について
は例外とします。
注：美化推進重点区域＝清潔
できれいな街をつくることが
特に必要と認める区域
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　罰則は、「喫煙禁止区域」内
で、市から路上喫煙をやめるよ
う注意・指導され、さらに命じ
られてもこれに従わなかった者
に過料２，０００円を適用します。

皆さんのご意見を
お寄せ下さい
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ー募集期間ー

２月２１日（土）～３月１９日（木）
ー資料の閲覧及び配布ー

　　素案の詳細は、町田市ホームページの
ほか、以下の窓口で閲覧及び資料の配布を
行っています。
・環境保全課（境川クリーンセンター内）、
市民相談室（市役所本庁舎１階）、市政情
報やまびこ（市役所中町分庁舎１階）、市
民協働推進課（町田市民フォーラム３階）
・各市民センター、木曽山崎センター、玉川
学園文化センター
・各市立図書館　・町田市民文学館

ー提出方法ー
①郵送　〒１９４－００３６　木曽東２－１－１ 
環境保全課あて
②ファクシミリ　�７２４－２７２２
③電子メール　mcity370@city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　環境保全課（境川クリーン
センター内）ほか上記の各資料の配布窓口
へ

ー注意事項ー
・書式は自由ですが、住所、氏名、連絡先を
ご記入下さい。
・電話、窓口での口頭によるご意見は、お受
けできません。
・ご意見への個別の回答は行いません。
・公序良俗に反するもの、特定の団体・個人
等に対する誹謗中傷が含まれるものは無効
とします。
・寄せられたご意見の概要及び市の考え方
は個人情報を除き、４月に公表します。
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全
国
中
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生
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文

コ
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ス
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コ
ン
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ス
ト


